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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのプロセッサにより実行されることにより、
　第１配信者の動作に関する動作データ又は該動作データに基づいて生成された前記第１
配信者のアバターのアニメーションを含む第１の動画と、受信したウェブページを用いて
前記第１配信者の操作に関する操作データに基づいて生成されたゲームに関する第２の動
画とを、通信回線を介して少なくとも一の視聴者の視聴者端末に向けて配信し、
　前記ゲームの実行前に前記第１配信者とともに共同して配信を行った少なくとも一のユ
ーザに関する第１データを記憶し、
　前記第１配信者及び前記少なくとも一のユーザが共同して配信を行った後、第１条件を
満たすか否かを判定し、前記第１条件を満たすと判定された場合には、前記第１データに
基づいて、前記少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれかのユーザに関連する第２
データを抽出し、
　前記ゲームの実行時または実行後において、前記第２データに基づいて、前記第１配信
者のアバターの少なくとも一の現在のパラメータを変更する、または、前記第２データに
基づいて、前記第１配信者のアバターおよび前記少なくとも一のユーザのうち少なくとも
いずれかのユーザのアバターを前記第２の動画に表示させるように前記プロセッサを機能
させる、
　コンピュータプログラム。
【請求項２】
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　前記第１データは、前記第１配信者とともに共同してゲームを配信した少なくとも一の
ユーザ、及び、前記第１配信者とともに共同して前記第１配信者のアバター及び自身のア
バターを用いる配信を行った少なくとも一のユーザ、のうち少なくともいずれかに関する
データである、
　請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３】
　前記第２データは、前記少なくとも一のユーザが過去に配信または視聴したゲームにお
けるパラメータを示すデータ、および、前記少なくとも一のユーザと前記第１配信者との
関連性を示すデータ、のうち少なくともいずれかを含むように前記プロセッサを機能させ
る、
　請求項１または請求項２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４】
　前記第２データに基づいて、前記第１配信者のアバターおよび前記少なくとも一のユー
ザのうち少なくともいずれかのユーザのアバターを前記第２の動画に表示させる場合にお
いて、前記少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれかのユーザは、前記少なくとも
一のユーザのうち、前記第１配信者とともに共同して配信を行った回数が最も多いユーザ
、前記第１配信者とともに共同して配信を行った累計時間が最も長いユーザ、前記第１配
信者による配信を視聴した視聴回数が最も多いユーザ、前記第１配信者による配信を視聴
した累計時間が最も長いユーザ、または、前記ゲームにおけるレベルが最も高いユーザで
ある、ように前記プロセッサを機能させる、
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５】
　前記第１条件は、前記第１配信者の配信者端末若しくは前記第１配信者以外の配信者の
配信者端末から第３データが送信されたことを示す条件、または、前記第１配信者及び前
記少なくとも一のユーザが共同して配信を開始してから第１時間経過したことを示す条件
、であるように前記プロセッサを機能させる、
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６】
　前記第３データは、前記少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれかのユーザのア
バターを前記第１配信者のアバターとともに前記第２の動画に表示させることを要求する
データを含むように前記プロセッサを機能させる、
　請求項５に記載のコンピュータプログラム。
【請求項７】
　前記第２データに基づいて、前記第１配信者のアバターの少なくとも一の現在のパラメ
ータが変更された場合、または、前記第２データに基づいて、前記第１配信者のアバター
および前記少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれかのユーザのアバターが前記第
２の動画に表示された場合には、前記少なくとも一のユーザのアバターに関するパラメー
タを変更するように前記プロセッサを機能させる、
　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項８】
　前記第２データに基づいて、前記現在のパラメータを第１パラメータに変更する場合に
おいて、前記第１パラメータは、前記ゲームにおいて、前記現在のパラメータよりも前記
ゲームの進行上有利なパラメータである、ように前記プロセッサを機能させる、
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項９】
　少なくとも１つのプロセッサにより実行されることにより、
　第１配信者の動作に関する動作データ又は該動作データに基づいて生成された前記第１
配信者のアバターのアニメーションを含む第１の動画と、受信したウェブページを用いて
前記第１配信者の操作に関する操作データに基づいて生成されたゲームに関する第２の動
画とを、通信回線を介して受信し、
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　前記第１配信者及び前記少なくとも一のユーザが共同して配信を行った後、第１条件を
満たすか否かを判定し、前記第１条件を満たすと判定された場合には、前記ゲームの実行
前に前記第１配信者とともに共同して配信を行った少なくとも一のユーザに関する第１デ
ータに基づいて前記少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれかのユーザに関連して
抽出された第２データに基づいて、前記第１配信者のアバターの少なくとも一の現在のパ
ラメータを変更した第１の動画を受信する、または、前記第２データに基づいて、前記第
１配信者のアバターおよび前記少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれかのアバタ
ーを表示した第２の動画を受信する、ように前記プロセッサを機能させる、
　コンピュータプログラム。
【請求項１０】
　前記通信回線がインターネットを含む、
　請求項１から請求項９のいずれかに記載のコンピュータプログラム。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
中央処理装置（ＣＰＵ）、マイクロプロセッサ、及び／又は、グラフィックスプロセッシ
ングユニット（ＧＰＵ）を含む、
　請求項１から請求項１０のいずれかに記載のコンピュータプログラム。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　サーバ装置、スマートフォン、タブレット、携帯電話、または、パーソナルコンピュー
タに搭載される、
　請求項１から請求項１１のいずれかに記載のコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　コンピュータにより読み取り可能な命令を実行する少なくとも１つのプロセッサにより
実行される方法であって、
　前記プロセッサが、前記命令を実行することにより、
　第１配信者の動作に関する動作データ又は該動作データに基づいて生成された前記第１
配信者のアバターのアニメーションを含む第１の動画と、受信したウェブページを用いて
前記第１配信者の操作に関する操作データに基づいて生成されたゲームに関する第２の動
画とを、通信回線を介して少なくとも一の視聴者の視聴者端末に向けて配信する工程と、
　前記ゲームの実行前に前記第１配信者とともに共同して配信を行った少なくとも一のユ
ーザに関する第１データを記憶する工程と、
　前記第１配信者及び前記少なくとも一のユーザが共同して配信を行った後、第１条件を
満たすか否かを判定する工程と、
　前記第１条件を満たすと判定された場合には、前記第１データに基づいて、前記少なく
とも一のユーザのうち少なくともいずれかのユーザに関連する第２データを抽出する工程
と、
　前記ゲームの実行時または実行後において、前記第２データに基づいて、前記第１配信
者のアバターの少なくとも一の現在のパラメータを変更する、または、前記第２データに
基づいて、前記第１配信者のアバターおよび前記少なくとも一のユーザのうち少なくとも
いずれかのユーザのアバターを前記第２の動画に表示させる工程と、を含む、
　方法。
【請求項１４】
　コンピュータにより読み取り可能な命令を実行する少なくとも１つのプロセッサにより
実行される方法であって、
　前記プロセッサが、前記命令を実行することにより、
　第１配信者の動作に関する動作データ又は該動作データに基づいて生成された前記第１
配信者のアバターのアニメーションを含む第１の動画と、受信したウェブページを用いて
前記第１配信者の操作に関する操作データに基づいて生成されたゲームに関する第２の動
画とを、通信回線を介して受信する工程と、
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　前記第１配信者及び前記少なくとも一のユーザが共同して配信を行った後、第１条件を
満たすか否かを判定し、前記第１条件を満たすと判定された場合には、前記ゲームの実行
前に前記第１配信者とともに共同して配信を行った少なくとも一のユーザに関する第１デ
ータに基づいて前記少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれかのユーザに関連して
抽出された第２データに基づいて、前記第１配信者のアバターの少なくとも一の現在のパ
ラメータを変更した第１の動画を受信する、または、前記第２データに基づいて、前記第
１配信者のアバターおよび前記少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれかのユーザ
のアバターを表示した第２の動画を受信する工程と、を含む、
　方法。
【請求項１５】
　前記通信回線がインターネットを含む、
　請求項１３または請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
中央処理装置（ＣＰＵ）、マイクロプロセッサ、及び／又は、グラフィックスプロセッシ
ングユニット（ＧＰＵ）を含む、
　請求項１３から請求項１５のいずれかに記載の方法。
【請求項１７】
　少なくとも１つのプロセッサを具備し、
　前記プロセッサが、
　第１配信者の動作に関する動作データ又は該動作データに基づいて生成された前記第１
配信者のアバターのアニメーションを含む第１の動画と、受信したウェブページを用いて
前記第１配信者の操作に関する操作データに基づいて生成されたゲームに関する第２の動
画とを、通信回線を介して少なくとも一の視聴者の視聴者端末に向けて送信し、
　前記ゲームの実行前に前記第１配信者とともに共同して配信を行った少なくとも一のユ
ーザに関する第１データを記憶し、
　前記第１配信者及び前記少なくとも一のユーザが共同して配信を行った後、第１条件を
満たすか否かを判定し、前記第１条件を満たすと判定された場合には、前記第１データに
基づいて、前記少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれかのユーザに関連する第２
データを抽出し、
　前記ゲームの実行時または実行後において、前記第２データに基づいて、前記第１配信
者のアバターの少なくとも一の現在のパラメータを変更する、または、前記第２データに
基づいて、前記第１配信者のアバターおよび前記少なくとも一のユーザのうち少なくとも
いずれかのユーザのアバターを前記第２の動画に表示させる、
　配信サーバ。
【請求項１８】
　前記通信回線がインターネットを含む、
　請求項１７に記載の配信サーバ。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
中央処理装置（ＣＰＵ）、マイクロプロセッサ、及び／又は、グラフィックスプロセッシ
ングユニット（ＧＰＵ）を含む、
　請求項１７に記載の配信サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の技術は、配信者の端末から各視聴者の端末に対してゲームに関する動画を配信
するために用いられる、コンピュータプログラム、方法、及び、サーバ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　配信者の端末から各視聴者の端末に対してゲームに関する動画を配信するために用いら
れるサービスとして、ミラティブ（非特許文献１）と称されるサービスが知られている。
【０００３】
　このサービスでは、配信者は、端末を利用して、この配信者の動作に関する動作データ
に基づいて生成されたアバターのアニメーションを含む動画と、この配信者の操作に関す
る操作データに基づいて生成されたゲームに関する動画とを、複数の視聴者の端末に配信
することができる。なお、非特許文献１は、引用によりその全体が本明細書に組み入れら
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】"Mirrativ（ミラティブ）"、［online］、２０１９年８月１６日、Mirr
ativ, Inc.、［２０１９年１２月２３日検索］、インターネット（https://apps.apple.c
om/jp/app/mirrativ-ミラティブ-スマホでかんたんゲーム配信/id1028944599）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、複数の配信者（例えば、第１配信者及び第２配信者）のアバターが共演する動
画または当該複数の配信者が共同でゲームを行う動画を配信する場合を想定すると、第１
配信者が第２配信者とともに配信を行う場合には、第１配信者が配信を行う場合と比較し
て、視聴者数が多くなる場合がある。この場合において、第１配信者と共に配信を行う第
２配信者が配信を停止して離脱すると、当該離脱の影響によって視聴者数が少なくなり、
第１配信者が後にゲームを配信する場合において、当該ゲームの興趣性が損なわれる可能
性がある。したがって、第１配信者とともに配信を行う第２配信者が配信を停止して離脱
した場合においても、第１配信者によって後に配信されるゲームの興趣性をなるべく損な
わない構成とすることが望ましい。
【０００６】
　そこで、本開示は、ゲームの興趣性を損なう可能性を低減するコンピュータプログラム
、方法、及び、サーバ装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様に係るコンピュータプログラムは、第１配信者の動作に関する動作データ又は該
動作データに基づいて生成された前記第１配信者のアバターのアニメーションを含む第１
の動画と、受信したウェブページを用いて前記第１配信者の操作に関する操作データに基
づいて生成されたゲームに関する第２の動画とを、通信回線を介して少なくとも一の視聴
者の視聴者端末に向けて配信し、前記ゲームの実行前に前記第１配信者とともに共同して
配信を行った少なくとも一のユーザに関する第１データを記憶し、前記第１配信者及び前
記少なくとも一のユーザが共同して配信を行った後、第１条件を満たすか否かを判定し、
前記第１条件を満たすと判定された場合には、前記第１データに基づいて、前記少なくと
も一のユーザのうち少なくともいずれかのユーザに関連する第２データを抽出し、前記ゲ
ームの実行時または実行後において、前記第２データに基づいて、前記第１配信者のアバ
ターの少なくとも一の現在のパラメータを変更する、または、前記第１データに基づいて
、前記第１配信者のアバターおよび前記少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれか
のユーザのアバターを前記第２の動画に表示させるように前記プロセッサを機能させるも
のである。
【０００８】
　一態様に係る方法は、プロセッサが、命令を実行することにより、第１配信者の動作に
関する動作データ又は該動作データに基づいて生成された前記第１配信者のアバターのア
ニメーションを含む第１の動画と、受信したウェブページを用いて前記第１配信者の操作
に関する操作データに基づいて生成されたゲームに関する第２の動画とを、通信回線を介
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して少なくとも一の視聴者の視聴者端末に向けて配信する工程と、前記ゲームの実行前に
前記第１配信者とともに共同して配信を行った少なくとも一のユーザに関する第１データ
を記憶する工程と、前記第１配信者及び前記少なくとも一のユーザが共同して配信を行っ
た後、第１条件を満たすか否かを判定する工程と、前記第１条件を満たすと判定された場
合には、前記第１データに基づいて、前記少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれ
かのユーザに関連する第２データを抽出する工程と、前記ゲームの実行時または実行後に
おいて、前記第２データに基づいて、前記第１配信者のアバターの少なくとも一の現在の
パラメータを変更する、または、前記第２データに基づいて、前記第１配信者のアバター
および前記少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれかのユーザのアバターを前記第
２の動画に表示させる工程と、を含む。
【０００９】
　一態様に係る方法は、プロセッサが、命令を実行することにより、第１配信者の動作に
関する動作データ又は該動作データに基づいて生成された前記第１配信者のアバターのア
ニメーションを含む第１の動画と、受信したウェブページを用いて前記第１配信者の操作
に関する操作データに基づいて生成されたゲームに関する第２の動画とを、通信回線を介
して受信する工程と、前記第１配信者及び前記少なくとも一のユーザが共同して配信を行
った後、第１条件を満たすか否かを判定し、前記第１条件を満たすと判定された場合には
、前記ゲームの実行前に前記第１配信者とともに共同して配信を行った少なくとも一のユ
ーザに関する第１データに基づいて前記少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれか
のユーザに関連して抽出された第２データに基づいて、前記第１配信者のアバターの少な
くとも一の現在のパラメータを変更した第１の動画を受信する、または、前記第２データ
に基づいて、前記第１配信者のアバターおよび前記少なくとも一のユーザのうち少なくと
もいずれかのユーザのアバターを表示した第２の動画を受信する工程と、を含む、
を含む。
【００１０】
　一態様に係るサーバ装置は、プロセッサが、第１配信者の動作に関する動作データ又は
該動作データに基づいて生成された前記第１配信者のアバターのアニメーションを含む第
１の動画と、受信したウェブページを用いて前記第１配信者の操作に関する操作データに
基づいて生成されたゲームに関する第２の動画とを、通信回線を介して少なくとも一の視
聴者の視聴者端末に向けて送信し、前記ゲームの実行前に前記第１配信者とともに共同し
て配信を行った少なくとも一のユーザに関する第１データを記憶し、前記第１配信者及び
前記少なくとも一のユーザが共同して配信を行った後、第１条件を満たすか否かを判定し
、前記第１条件を満たすと判定された場合には、前記第１データに基づいて、前記少なく
とも一のユーザのうち少なくともいずれかのユーザに関連する第２データを抽出し、前記
ゲームの実行時または実行後において、前記第２データに基づいて、前記第１配信者のア
バターの少なくとも一の現在のパラメータを変更する、または、前記第２データに基づい
て、前記第１配信者のアバターおよび前記少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれ
かのユーザのアバターを前記第２の動画に表示させる。
【００１１】
　一態様に係るサーバ装置は、プロセッサが、第１配信者の動作に関する動作データ又は
該動作データに基づいて生成された前記第１配信者のアバターのアニメーションを含む第
１の動画と、受信したウェブページを用いて前記第１配信者の操作に関する操作データに
基づいて生成されたゲームに関する第２の動画とを、通信回線を介して少なくとも一の視
聴者の視聴者端末に向けて配信する、ように構成された前記配信者の配信者端末に対して
、コンピュータプログラムを含むウェブページを、通信回線を介して送信するものであり
、前記コンピュータプログラムが、前記第１配信者の配信者端末を、前記ゲームの実行前
に前記第１配信者とともに共同して配信を行った少なくとも一のユーザに関する第１デー
タを記憶し、前記第１配信者及び前記少なくとも一のユーザが共同して配信を行った後、
第１条件を満たすか否かを判定し、前記第１条件を満たすと判定された場合には、前記第
１データに基づいて、前記少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれかのユーザに関
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連する第２データを抽出し、前記ゲームの実行時または実行後において、前記第２データ
に基づいて、前記第１配信者のアバターの少なくとも一の現在のパラメータを変更する、
または、前記第２データに基づいて、前記第１配信者のアバターおよび前記少なくとも一
のユーザのうち少なくともいずれかのユーザのアバターを前記第２の動画に表示させるよ
うに前記プロセッサを機能させる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、一実施形態に係る動画配信システム１の構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図２】図２は、図１に示した端末１０（サーバ装置２０）のハードウェア構成の一例を
模式的に示すブロック図である
【図３】図３は、図１に示した端末１０の機能の一例を模式的に示すブロック図である。
【図４】図４は、図１に示したサーバ装置２０の機能の一例を模式的に示すブロック図で
ある。
【図５Ａ】図５Ａは、図１に示した動画配信システム１において行われる動作の一例を示
すフロー図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、図１に示した動画配信システム１において行われる動作の一例を示
すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して本開示の様々な実施形態を説明する。なお、図面において共
通した構成要素には同一の参照符号が付されている。また、或る図面に表現された構成要
素が、説明の便宜上、別の図面においては省略されていることがある点に留意されたい。
さらにまた、添付した図面が必ずしも正確な縮尺で記載されている訳ではないということ
に注意されたい。
【００１４】
　１．動画配信システムの構成
　本開示の動画配信システムは、簡潔にいえば、配信を行うユーザ（以下「配信者」とい
う。）が、その端末を用いて、この配信者の動作に関する動作データに基づいて生成され
たアバター（アバターオブジェクト）のアニメーションを含む第１の動画、及び、この配
信者の操作に関する操作データに基づいて生成されたゲームに関する第２の動画を、通信
回線を介して、動画を視聴するユーザ（以下「視聴者」という。）の端末に配信すること
を可能にするものである。以下、第１の例について、図１～図５Ｂを参照しながら説明す
る。
【００１５】
　図１は、一実施形態に係る動画配信システムの構成の一例を示すブロック図である。図
１に示すように、動画配信システム１は、図示しない通信回線（通信網）に接続される複
数の端末１０と、通信回線に接続される１又は複数のサーバ装置２０と、を含むことがで
きる。各端末１０は、通信回線を介して、１又は複数のサーバ装置２０に接続され得る。
【００１６】
　なお、図１には、複数の端末１０として、例えば、第１配信者端末１１Ａ、第２配信者
端末１１Ｂ、視聴者端末１２Ａ、視聴者端末１２Ｂ、及び、視聴者端末１２Ｃが示されて
いるが、これら以外の１又はそれ以上の端末１０が同様に用いられ得る。また、以後の説
明において、第１配信者端末１１Ａおよび第２配信者端末１１Ｂを配信者端末１１と総称
することがあるものとし、視聴者端末１２Ａ～１２Ｃを視聴者端末１２と総称することが
あるものとする。また、図１には、１又は複数のサーバ装置２０として、例えば、サーバ
装置２０Ａ及び２０Ｂが示されているが、これら以外の１又はそれ以上のサーバ装置２０
が同様に用いられ得る。また、図示しない通信回線は、携帯電話網、無線ＬＡＮ、固定電
話網、インターネット、イントラネット及び／又はイーサネット（登録商標）等をこれら
に限定することなく含むことができるものである。
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【００１７】
　さらに、一実施形態では、動画配信システム１は、通信網に接続される１又はそれ以上
のスタジオユニット３０を含むこともできる。各スタジオユニット３０は、通信回線を介
して、１又は複数のサーバ装置２０又は複数の端末１０に接続され得る。なお、図１には
、１又はそれ以上のスタジオユニット３０として、例えば、スタジオユニット３０Ａ及び
３０Ｂが示されているが、これら以外の１又はそれ以上のスタジオユニット３０が同様に
用いられ得る。各スタジオユニット３０は、後述する端末１０又はサーバ装置２０と同様
の機能を有することが可能なものである。
【００１８】
　以下、説明を簡単にするために、１又は複数のサーバ装置２０が、各端末１０との間に
おいて、動画等の送受信を行う場合に着目する。これに代えて又はこれに加えて、後述す
るように、１又は複数のサーバ装置２０が、各スタジオユニット３０との間において、動
画等の送受信を行うことも可能である。さらに、これに代えて又はこれに加えて、後述す
るように、スタジオユニット３０が、各端末１０との間において、動画等の送受信を行う
ことも可能である。
【００１９】
　１－１．端末１０
　複数の端末１０は、例えば、複数の配信者端末１１（例えば、第１配信者端末１１Ａお
よび第２配信者端末１１Ｂ）と、１又はそれ以上の視聴者端末１２（例えば、視聴者端末
１２Ａ～１２Ｃ）と、を含むことができる。なお、第１配信者端末１１Ａに対応する配信
者を第１配信者、第２配信者端末１１Ｂに対応する配信者を第２配信者と称するものとす
る。なお、以下の説明において、複数の配信者端末１１のうち、第１配信者端末１１Ａが
単独でゲームを配信している場合には、第２配信者端末１１Ｂは、ゲームを配信する端末
として機能していなくてもよく、例えば、視聴者端末１２と同様に機能する構成であって
もよい。
【００２０】
　各端末１０は、共通した構成を有することにより、動画を配信するための端末（配信者
端末１１）及び動画を視聴するための端末（視聴者端末１２）のいずれにもなり得るもの
である。
【００２１】
　また、各端末１０は、動画を配信するための端末（配信者の端末）として動作する場合
には、インストールされた動画配信用アプリケーション（ミドルウェア、又は、アプリケ
ーションとミドルウェアとを組み合わせたものであってもよい。以下同様。）を実行する
ことにより、その配信者の動作に関する動作データを取得し、取得したデータに従って変
化させた仮想的なキャラクター（アバターオブジェクト）のアニメーションを含む第１の
動画を、通信回線を介してサーバ装置２０（配信サーバシステム２０Ａ１）に送信するこ
とができる。このような第１の動画は、サーバ装置２０（配信サーバシステム２０Ａ１）
により通信回線を介して、動画を受信するための端末（視聴者端末）１２に配信される。
このような視聴者端末１２は、インストールされた動画視聴用アプリケーション（ミドル
ウェア、又は、アプリケーションとミドルウェアとを組み合わせたものであってもよい。
以下同様。）を実行することにより、動画を受信することができる。
【００２２】
　また、各端末１０は、配信者の端末として動作する場合には、インストールされた動画
配信用アプリケーションに組み込まれたブラウザ機能を実行することにより、及び／又は
、インストールされたウェブブラウザアプリケーションを実行することにより、サーバ装
置２０（ウェブサーバシステム２０Ｂ）からウェブページ（ＨＴＭＬドキュメント）を受
信し、このウェブページに含まれたゲームプログラムを実行することができる。各端末１
０は、このゲームプログラムを実行することにより、その配信者の操作に関する操作デー
タに基づいて少なくとも１つのゲームオブジェクトを動作させた第２の動画を生成するこ
とができる。
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【００２３】
　さらに、各端末１０は、配信者の端末として動作する場合には、このように生成した第
２の動画を、上記動画配信用アプリケーションを実行することにより、通信回線を介して
サーバ装置２０（配信サーバシステム２０Ａ）に送信することができる。このような第２
の動画もまた、サーバ装置２０（配信サーバシステム２０Ａ）により通信回線を介して、
インストールされた動画視聴用アプリケーションを実行する、動画を受信するための端末
（視聴者端末）１０に配信される。
【００２４】
　さらにまた、各端末１０は、配信者の端末として動作する場合には、上記動画配信用ア
プリケーションを実行することにより、（この配信者端末１１により配信された）第２の
動画を視聴する視聴者端末１２からサーバ装置２０（配信サーバシステム２０Ａ）を介し
て、この配信者に対してギフトを付与する旨を示すギフト情報、及び／又は、この配信者
に対してコメントを送信する旨を示すコメント情報を受信することができる。
【００２５】
　一方、各端末１０は、動画を視聴するための端末（視聴者端末）として動作する場合に
は、インストールされた動画視聴用アプリケーションを実行することにより、配信者端末
１１により配信された第１の動画及び／又は第２の動画を、サーバ装置２０（配信サーバ
システム２０Ａ）を介して受信することができる。
【００２６】
　さらに、各端末１０は、視聴者端末として動作する場合には、動画視聴用アプリケーシ
ョンを実行することにより、配信者に対してギフトを付与する旨を示すギフト情報、及び
／又は、この配信者に対してコメントを送信する旨を示すコメント情報を、サーバ装置２
０（配信サーバシステム２０Ａ）を介して、第１配信者端末１１Ａに送信することができ
る。
【００２７】
　なお、上述した動画配信用アプリケーション及び動画視聴用アプリケーションは、統合
された１つのアプリケーションとして、又は、それぞれ別々のアプリケーションとして、
各端末１０にインストール及び実行されるものとすることができる。
【００２８】
　各端末１０は、このような動作を実行することができる任意の端末であって、スマート
フォン、タブレット、携帯電話（フィーチャーフォン）及び／又はパーソナルコンピュー
タ等を、これらに限定することなく含むことができるものである。また、各端末１０は、
例えば、コラボ配信（共同配信またはコラボレーション配信）を行うことができるように
構成される。
【００２９】
　なお、以下の説明において、コラボ配信とは、例えば、複数の配信者が共同して各々有
する端末を利用して配信を行うものである。なお、当該コラボ配信は、例えば、第１配信
者のアバター及び他の配信者のアバターを用いた動画配信、及び、第１配信者及び他の配
信者によって行われるゲーム配信、を含みうる。当該ゲーム配信によって配信されるゲー
ムは、例えば、ライブ配信するゲーム（ライブゲーム）である。また、コラボ配信により
配信されるゲームにおいて、当該ゲームを配信及び／又は視聴するユーザは、各々が有す
る端末１０に対して操作情報及び／又は音声を入力することで、他のユーザが操作する端
末１０にその入力情報を伝えることができ、ユーザ同士が互いにコミュニケーションを図
ることが可能となる。
【００３０】
　また、コラボ配信を行う場合において、例えば、複数の配信者の各々は区別されて扱わ
れうる。例えば、複数の配信者のうち一の配信者が、例えば、ホスト配信者として、複数
の配信者のうち残りの配信者が、例えば、ゲストとして扱われうる。具体的には例えば、
２人の配信者（第１配信者及び第２配信者）がコラボ配信を実行する場合において、第１
配信者は、ホスト配信者として扱われ、第２配信者は、ゲストとして扱われうる。この場
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合において、コラボ配信を終了すると、第１配信者は配信を継続し、第２配信者は当該配
信を継続することができなくなる。なお、第２配信者は当該配信を継続することができな
くなった場合において、例えば、視聴者として当該配信を視聴できるように構成されても
よい。
【００３１】
　また、複数の配信者の各々が区別されて扱われる場合には、例えば、ホスト配信者が操
作する端末の表示画面に表示される表示内容は、ゲストが操作する端末の表示画面に表示
される表示内容と異なるように構成されてもよい。また、複数の配信者の各々が区別され
て扱われる場合には、例えば、ホスト配信者が操作可能なコマンドは、ゲストが操作可能
なコマンドよりも多く構成されてもよい。
【００３２】
　以上、コラボ配信を行う場合において、複数の配信者の各々が区別されて扱われる例に
ついて説明したが、この例に限定されず、コラボ配信を行う場合において、複数の配信者
の各々は、区別されることなく扱われるように構成してもよい。
【００３３】
　１－２．サーバ装置２０
　図１に示されるように、サーバ装置２０は、例えば、配信サーバシステム２０Ａ及びウ
ェブサーバシステム２０Ｂを含む。
【００３４】
　配信サーバシステム２０Ａは、各端末（各配信者端末）１０により送信された第１の動
画及び／又は第２の動画を、各端末（各視聴者端末）１０に配信することができる。また
、配信サーバシステム２０Ａは、各端末（各視聴者端末）１０により送信された、或る配
信者に対してギフトを付与する旨を示すギフト情報、及び／又は、或る配信者に対してコ
メントを送信する旨を示すコメント情報を、配信者端末１１に送信することができる。
【００３５】
　このような動作を実行するために、配信サーバシステム２０Ａは、一実施形態では、相
互に通信回線（図示しない無線回線及び／又は有線回線を含む）を介して接続された、配
信サーバ装置２０Ａ１と、データベース（ＤＢ）サーバ装置２０Ａ２と、ゲームＡＰＩサ
ーバ装置２０Ａ３と、コラボサーバ装置２０Ａ４と、を含むことができる。
【００３６】
　配信サーバ装置２０Ａ１は、各配信者端末１１により送信された第１の動画及び／又は
第２の動画を各端末１０に配信することができる。さらに、配信サーバ装置２０Ａ１は、
各視聴者端末１２により送信されたギフト情報及び／又はコメント情報をＤＢサーバ装置
２０Ａ２に格納することができる。
【００３７】
　ＤＢサーバ装置２０Ａ２は、配信サーバ装置２０Ａ１から受信したギフト情報及び／又
はコメント情報を格納し、ゲームＡＰＩサーバ装置２０Ａ３により問い合わせを受けたギ
フト情報及び／コメント情報を、読み出してゲームＡＰＩサーバ装置２０Ａ３に送信する
ことができる。
【００３８】
　ゲームＡＰＩサーバ装置２０Ａ３は、各配信者端末１１からギフト情報及び／又はコメ
ント情報について問い合わせを受けたときに、配信者端末１１に対するギフト情報及び／
又はコメント情報をＤＢサーバ装置２０Ａ２から読み出してその配信者端末１１に送信す
ることができる。また、ゲームＡＰＩサーバ装置２０Ａ３は、コラボ配信を行うユーザを
決定するために、第１配信者以外に候補となるユーザの情報を取得し、ＤＢサーバ装置２
０Ａ２に記憶する。ここで、「第１配信者以外に候補となるユーザ」とは、例えば、第２
配信者または視聴者である。
【００３９】
　コラボサーバ装置２０Ａ４（コラボレーションサーバ装置２０Ａ４）は、例えば、コラ
ボ配信中において、音声データ及び／又は動作データを、各端末１０と通信する。例えば
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、コラボ配信中において、第１配信者が、第１配信者端末１１Ａに対して音声を発した場
合には、コラボサーバ装置２０Ａ４は、当該音声に関するデータを第１配信者端末１１Ａ
から受信し、当該音声に関するデータを第２配信者端末１１Ｂ及び／又は視聴者端末１２
に送信する。また、例えば、コラボ配信中において、第２配信者が、第２配信者端末１１
Ｂに対して音声を発した場合には、コラボサーバ装置２０Ａ４は、当該音声に関するデー
タを第２配信者端末１１Ｂから受信し、当該音声に関するデータを第１配信者端末１１Ａ
及び／又は視聴者端末１２に送信する。
【００４０】
　なお、図１に示した例では、負荷を分散すること等を目的として、配信サーバシステム
２０Ａが、配信サーバ装置２０Ａ１、ＤＢサーバ装置２０Ａ２及びゲームＡＰＩサーバ装
置２０Ａ３、及び、コラボサーバ装置２０Ａ４を有する４つのサーバ装置を有する構成が
示されている。しかし、これら４つのサーバ装置のうちの少なくとも１つのサーバ装置が
残りのサーバ装置のうちの少なくとも一方と統合されるようにしてもよい。
【００４１】
　図１に示されるように、ウェブサーバシステム２０Ｂは、例えば、ゲームサーバ装置２
０Ｂ１及びコンテンツサーバ装置２０Ｂ２を含む。
【００４２】
　ゲームサーバ装置２０Ｂ１は、アクセスしてきた各配信者端末１１に対して、ゲームプ
ログラムが組み込まれたウェブページ（ＨＴＭＬ、例えばＨＴＭＬ５に従って作成された
ドキュメント）を送信するものである。このゲームプログラムは、受信して解読した端末
１０に対して、以下の（ａ）～（ｃ）に例示する動作等を含む、動画の配信に関連する様
々な動作を実行させることができるものである。
　（ａ）ゲームを実行する動作
　（ｂ）ゲームの実行に伴って生成されたゲーム画面を配信サーバシステム２０Ａ（配信
サーバ装置２０Ａ１）に送信する動作
　（ｃ）この配信者宛てに送信されたギフト情報及び／又はコメント情報を配信サーバシ
ステム２０Ａ（ゲームＡＰＩサーバ装置２０Ａ３）から取得する動作
【００４３】
　ゲームサーバ装置２０Ｂ１は、例えば、コラボ配信によりゲームを配信する場合におい
て、当該ゲームにおける操作情報を統括し、ゲームロジックの演算を行う。また、ゲーム
サーバ装置２０Ｂ１は、例えば、コラボ配信によりゲームを配信する場合において、当該
ゲームを配信及び／又は視聴するユーザが操作する端末１０と、ゲーム操作情報及び／又
は演算情報の送受信を行う。ゲームサーバ装置２０Ｂ１は、コラボ配信中において、第２
配信者及び／又はコラボ配信により配信されるゲームの視聴者に関するデータを記憶する
。ゲームサーバ装置２０Ｂ１が記憶するデータは、後述のＳ３２４において所定の処理の
内容を決定するために用いられうる。
【００４４】
　コンテンツサーバ装置２０Ｂ２は、例えば、ゲームに関するデータ（例えば、ライブゲ
ームコンテンツ）を記憶し、当該ゲームを配信及び／又は視聴するユーザが操作する端末
１０に対してゲーム描画データを提供する装置である。
【００４５】
　１－３．スタジオユニット３０
　スタジオユニット３０は、演者（配信者）が動画を配信する場所であるスタジオ、部屋
、ホール等に配置され得る。スタジオユニット３０は、上述したように、端末１０及び／
又はサーバ装置２０と同様の機能を果たすことが可能なものである。なお、図１において
は、スタジオユニット３０と他の装置との間でデータを通信可能なことを破線により示し
ており、それ以外の装置間でデータを通信可能なことを実線により示している。
【００４６】
　２．各装置のハードウェア構成
　次に、端末１０、サーバ装置２０及びスタジオユニット３０の各々が有するハードウェ
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ア構成の一例について説明する。
【００４７】
　２－１．端末１０のハードウェア構成
　各端末１０のハードウェア構成例について図２を参照して説明する。図２は、図１に示
した端末１０（サーバ装置２０）のハードウェア構成の一例を模式的に示すブロック図で
ある（なお、図２において、括弧内の参照符号は、後述するようにサーバ装置２０に関連
して記載されたものである。）。
【００４８】
　図２に示すように、各端末１０は、主に、中央処理装置１４と、主記憶装置１５と、入
出力インタフェイス装置１６と、入力装置１７と、補助記憶装置１８と、出力装置１９と
、を含むことができる。これら装置同士は、データバス及び／又は制御バスにより接続さ
れている。
【００４９】
　中央処理装置１４は、「ＣＰＵ」と称されるものであり、主記憶装置１５に記憶されて
いる命令及びデータに対して演算を行い、その演算の結果を主記憶装置１５に記憶させる
ものである。さらに、中央処理装置１４は、入出力インタフェイス装置１６を介して、入
力装置１７、補助記憶装置１８及び出力装置１９等を制御することができる。端末１０は
、１又はそれ以上のこのような中央処理装置１４を含むことが可能である。
【００５０】
　主記憶装置１５は、「メモリ」と称されるものであり、入力装置１７、補助記憶装置１
８及び通信回線３０（サーバ装置２０等）から、入出力インタフェイス装置１６を介して
受信した命令及びデータ、並びに、中央処理装置１４の演算結果を記憶するものである。
主記憶装置１５は、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、ＲＯＭ（リードオンリーメモリ
）及び／又はフラッシュメモリ等をこれらに限定することなく含むことができる。
【００５１】
　補助記憶装置１８は、主記憶装置１５よりも大きな容量を有する記憶装置である。上述
した特定のアプリケーション（動画配信用アプリケーション、動画視聴用アプリケーショ
ン等）やウェブブラウザアプリケーション等を構成する命令及びデータ（コンピュータプ
ログラム）を記憶することができる。さらに、補助記憶装置１８は、中央処理装置１４に
より制御されることにより、これらの命令及びデータ（コンピュータプログラム）を、入
出力インタフェイス装置１６を介して、主記憶装置１５に送信することができる。補助記
憶装置１８は、磁気ディスク装置及び／又は光ディスク装置等をこれらに限定することな
く含むことができる。
【００５２】
　入力装置１７は、外部からデータを取り込む装置であり、タッチパネル、ボタン、キー
ボード、マウス及び／又はセンサ等をこれらに限定することなく含むものである。センサ
は、後述するように、１又はそれ以上のカメラ等及び／又は１又はそれ以上のマイク等を
含むセンサをこれらに限定することなく含むことができる。
【００５３】
　出力装置１９は、ディスプレイ装置、タッチパネル及び／又はプリンタ装置等をこれら
に限定することなく含むことができる。
【００５４】
　このようなハードウェア構成にあっては、中央処理装置１４が、補助記憶装置１８に記
憶された特定のアプリケーションを構成する命令及びデータ（コンピュータプログラム）
を順次主記憶装置１５にロードし、ロードした命令及びデータを演算することにより、入
出力インタフェイス装置１６を介して出力装置１９を制御し、或いはまた、入出力インタ
フェイス装置１６及び通信回線２を介して、他の装置（例えばサーバ装置２０、他の端末
１０及び／又はスタジオユニット３０等）との間で様々な情報の送受信を行うことができ
る。
【００５５】
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　これにより、端末１０は、インストールされた特定のアプリケーションを実行すること
により、例えば以下の（ａ）～（ｄ）に例示する動作のうちの少なくとも１つの動作を実
行することができる。
　（ａ）第１の動画及び／又は第２の動画を配信するために必要な動作
　（ｂ）他の端末１０により自端末１０宛てに送信されたギフト情報及び／又はコメント
情報を受信するために必要な動作
　（ｃ）他の端末１０により配信された第１の動画及び／又は第２の動画を受信するため
に必要な動作
　（ｄ）他の端末１０に対してギフト情報及び／又はコメント情報を送信するために必要
な動作
【００５６】
　なお、端末１０は、中央処理装置１４に代えて又は中央処理装置１４とともに、１又は
それ以上のマイクロプロセッサ、及び／又は、グラフィックスプロセッシングユニット（
ＧＰＵ）を含むものであってもよい。
【００５７】
　２－２．サーバ装置２０のハードウェア構成
　各サーバ装置２０のハードウェア構成例について同じく図２を参照して説明する。各サ
ーバ装置２０（配信サーバ装置２０Ａ１、ＤＢサーバ装置２０Ａ２、ゲームＡＰＩサーバ
装置２０Ａ３、ゲームサーバ装置２０Ｂ１、及び、コンテンツサーバ装置２０Ｂ２の各々
）のハードウェア構成としては、例えば、上述した各端末１０のハードウェア構成と同一
のものを用いることが可能である。したがって、各サーバ装置２０が有する構成要素に対
する参照符号は、図２において括弧内に示されている。
【００５８】
　図２に示すように、各サーバ装置２０は、主に、中央処理装置２４と、主記憶装置２５
と、入出力インタフェイス装置２６と、入力装置２７と、補助記憶装置２８と、出力装置
２９と、を含むことができる。これら装置同士は、データバス及び／又は制御バスにより
接続されている。
【００５９】
　中央処理装置２４、主記憶装置２５、入出力インタフェイス装置２６、入力装置２７、
補助記憶装置２８、及び、出力装置２９は、それぞれ、上述した各端末１０に含まれる、
中央処理装置１４、主記憶装置１５、入出力インタフェイス装置１６、入力装置１７、補
助記憶装置１８及び出力装置１９と略同一なものとすることができる。
【００６０】
　このようなハードウェア構成にあっては、中央処理装置２４が、補助記憶装置２８に記
憶された特定のアプリケーションを構成する命令及びデータ（コンピュータプログラム）
を順次主記憶装置２５にロードし、ロードした命令及びデータを演算することにより、入
出力インタフェイス装置２６を介して出力装置２９を制御し、或いはまた、入出力インタ
フェイス装置２６及び通信回線２を介して、他の装置（例えば各端末１０及び／又はスタ
ジオユニット３０等）との間で様々な情報の送受信を行うことができる。
【００６１】
　これにより、サーバ装置２０は、各配信者端末１１により送信された第１の動画及び／
又は第２の動画を、各視聴者端末１２に配信するために必要な動作、各視聴者端末１２に
より或る配信者端末１１宛てに送信されたギフト情報及び／又はコメント情報を、その配
信者端末１１に送信するために必要な動作等（後に詳述する様々な動作を含む）を実行す
ることができる。
【００６２】
　なお、サーバ装置２０は、中央処理装置２４に代えて又は中央処理装置２４とともに、
１又はそれ以上のマイクロプロセッサ、及び／又は、グラフィックスプロセッシングユニ
ット（ＧＰＵ）を含むものであってもよい。
【００６３】
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　２－３．スタジオユニット３０のハードウェア構成
　スタジオユニット３０は、上述したように、端末１０及び／又はサーバ装置２０と同様
の機能を果たすことが可能なものである。したがって、スタジオユニット３０は、上述し
た端末１０又はサーバ装置２０と同様のハードウェア構成を有することができる。
【００６４】
　３．各装置の機能
　次に、端末１０、サーバ装置２０、及び、スタジオユニット３０の各々が有する機能の
一例について説明する。
【００６５】
　３－１．端末１０の機能
　端末１０の機能の一例について図３を参照して説明する。図３は、図１に示した端末１
０の機能の一例を模式的に示すブロック図である。
【００６６】
　図３に示すように、端末１０は、主に、第１の動画生成部１００と、第２の動画生成部
１１０と、通信部１２０と、表示部１３０と、記憶部１４０と、ユーザインタフェイス部
１５０と、ギフト処理部１６０と、を含むことができる。
【００６７】
　（１）第１の動画生成部１００
　第１の動画生成部１００は、配信者の動作に関する動作データに基づいて、この配信者
のアバターオブジェクトのアニメーションを含む第１の動画を生成することができる。こ
れを実現するために、第１の動画生成部１００は、例えば、取得部１０２と、処理部１０
４と、を含むことができる。
【００６８】
　取得部１０２は、配信者の身体に関するデータを取得する１又はそれ以上の第１のセン
サ１０２ａ（図示せず）と、配信者により発せられた発話及び／又は歌唱に関する音声デ
ータを取得する１又はそれ以上の第２のセンサ１０２ｂ（図示せず）と、を含むことがで
きる。
【００６９】
　第１のセンサ１０２ａは、好ましい実施形態では、可視光線を撮像するＲＧＢカメラと
、近赤外線を撮像する近赤外線カメラと、を含むことができる。このようなカメラとして
は、例えばｉｐｈｏｎｅＸ（登録商標）のトゥルーデプス（Ｔｒｕｅ Ｄｅｐｔｈ）カメ
ラに含まれたものを用いることが可能である。第２のセンサ１０２ｂは、音声を記録する
マイクロフォンを含むことができる。
【００７０】
　まず、第１のセンサ１０２ａに関して、取得部１０２は、配信者の身体に近接して配置
された第１のセンサ１０２ａを用いて配信者の身体を撮像する。これにより、取得部１０
２は、ＲＧＢカメラにより取得された画像をタイムコード（取得した時間を示すコード）
に対応付けて単位時間にわたって記録したデータ（例えばＭＰＥＧファイル）を生成する
ことができる。さらに、取得部１０２は、近赤外線カメラにより取得された所定数（例え
ば５１個）の深度を示す数値（例えば浮動小数点の数値）を上記タイムコードに対応付け
て単位時間にわたって記録したデータ（例えばＴＳＶファイル）を生成することができる
。なお、ＴＳＶファイルとは、データ間をタブで区切って複数のデータを記録する形式の
ファイルである。
【００７１】
　近赤外線カメラに関して、具体的には、ドットプロジェクタがドット（点）パターンを
形成する赤外線レーザーを演者の身体に放射し、近赤外線カメラが、演者の身体に投影さ
れ反射した赤外線ドットを捉え、このように捉えた赤外線ドットの画像を生成する。取得
部１０２は、予め登録されているドットプロジェクタにより放射されたドットパターンの
画像と、近赤外線カメラにより捉えられた画像とを比較して、両画像における各ポイント
（各特徴点）（例えば５１個のポイント・特徴点の各々）における位置のずれを用いて各
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ポイント（各特徴点）の深度（各ポイント・各特徴点と近赤外線カメラとの間の距離）を
算出することができる。取得部１０２は、このように算出された深度を示す数値を上記の
ようにタイムコードに対応付けて単位時間にわたって記録したデータを生成することがで
きる。
【００７２】
　次に、第２のセンサ１０２ｂに関して、取得部１０２は、配信者の身体に近接して配置
された第２のセンサ１０２ｂを用いて配信者により発せられた発話及び／又は歌唱に関す
る音声を取得する。これにより、取得部１００は、タイムコードに対応付けて単位時間に
わたって記録したデータ（例えばＭＰＥＧファイル）を生成することができる。一実施形
態では、取得部１０２は、第１のセンサ１０２ａを用いて配信者の身体に関するデータを
取得することと同時に、第２のセンサ１０２ｂを用いて配信者により発せられた発話及び
／又は歌唱に関する音声データを取得することができる。この場合には、取得部１０２は
、ＲＧＢカメラにより取得された画像と、第２のセンサ１０２ｂを用いて配信者により発
せられた発話及び／又は歌唱に関する音声データとを、同一のタイムコードに対応付けて
単位時間にわたって記録したデータ（例えばＭＰＥＧファイル）を生成することができる
。
【００７３】
　取得部１０２は、このように生成した、配信者の身体に関するデータ（ＭＰＥＧファイ
ル及びＴＳＶファイル等）、及び／又は、配信者により発せられた発話及び／又は歌唱に
関する音声データ（ＭＰＥＧファイル等）を、処理部１０４に出力することができる。
【００７４】
　なお、ここでは、第１のセンサ１０２ａがＲＧＢカメラ及び赤外線カメラを含む場合に
ついて説明したが、第１のセンサ１０２ａは、例えば、以下の（Ａ）～（Ｃ）のうちのい
ずれかを含むことも可能である。
　（Ａ）赤外線レーザーにより放射され演者の顔に反射した赤外線を検出するカメラ
　（Ｂ）可視光線を撮像する複数のＲＧＢカメラ
　（Ｃ）可視光線を撮像する単一のカメラ
【００７５】
　上記（Ａ）の場合には、取得部１０２は、上述したものと同様の手法により、配信者の
身体における各特徴点について深度を算出することができる。上記（Ｂ）の場合には、取
得部１０２は、複数のＲＧＢカメラにより撮像された複数の画像を用いて、配信者の身体
における各特徴点について奥行（深度）を計算することができる。上記（Ｃ）の場合には
、取得部１０２は、単一のカメラにより撮像された画像から、配信者の身体における各特
徴点の奥行（深度）を、ディープラーニング等を利用して算出することができる。また、
上記（Ｃ）の場合には、取得部１０２は、単一のカメラにより撮像された画像に対する分
析処理（画像処理等）により、演者の身体における各特徴点の奥行（深度）を算出しても
よい。
【００７６】
　処理部１０４は、取得部１０２からの、配信者の身体に関するデータに基づいて、仮想
的なキャラクター（配信者のアバターオブジェクト）のアニメーションを含む動画を生成
することができる。仮想的なキャラクターの動画自体については、処理部１０４は、図示
しないキャラクターデータ記憶部に記憶された様々な情報（例えば、ジオメトリ情報、ボ
ーン情報、テクスチャ情報、シェーダ情報及びブレンドシェイプ情報等）を用いて、図示
しないレンダリング部にレンダリングを実行させることにより、仮想的なキャラクターの
動画を生成することができる。
【００７７】
　さらに、処理部１０４は、取得部１０２からの配信者の身体に関するデータ（演者の身
体における各特徴点の深度に関するデータ）を用いてアバターオブジェクトの表情等を変
化させた動画（例えば、アバターオブジェクトの表情が演者の口及び両目の動きに同期し
て変化した動画、すなわち、アバターオブジェクトの表情が演者の顔に対してリップシン
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ク及び視線追従して変化した動画）を、様々な周知な技術を利用して生成することができ
る。
【００７８】
　なお、配信者の動作に関する動作データに基づいてこの配信者のアバターオブジェクト
のアニメーションを含む第１の動画を生成するために、他の任意の周知な技術を利用する
ことも可能である。
【００７９】
　（２）第２の動画生成部１１０
　第２の動画生成部１１０は、ウェブサーバシステム２０Ｂから受信したウェブページを
用いて配信者の操作に関する操作データに基づいてゲームに関する第２の動画を生成する
ことができる。
【００８０】
　具体的には、第２の動画生成部１１０は、ウェブサーバシステム２０Ｂから受信したウ
ェブページに組み込まれたゲームプログラムを実行する。これにより、第２の動画生成部
１１０は、ユーザインタフェイス部１５０により入力された配信者の操作を示す操作デー
タに基づいて、少なくとも１つのゲームオブジェクトが動作するゲームに関する第２の動
画（ゲーム動画）を描画することができる。
【００８１】
　さらに、第２の動画生成部１１０は、第２の動画を視聴する各視聴者の視聴者端末によ
り生成され、当該端末１０のユーザ（配信者）に対して送信されたギフト情報に基づいて
、第２の動画に表示させるべき少なくとも１つのゲームオブジェクトを制御することがで
きる。なお、ギフト情報とは、上記配信者に対してギフトを付与する旨を示す情報である
。
【００８２】
　（３）通信部１２０
　通信部１２０は、動画の配信及び／又は視聴に必要とされる様々な情報を、配信サーバ
システム２０Ａ及びウェブサーバシステム２０Ｂとの間において通信することができる。
例えば、通信部１２０は、端末１０が配信者端末１１として動作する場合には、ウェブサ
ーバシステム２０Ｂにアクセスして、ゲームの実行等に必要とされるゲームプログラムを
含むウェブページ（ＨＴＭＬドキュメント）等を受信することができる。また、通信部１
２０は、端末１０が配信者端末として動作する場合には、第１の動画及び／又は第２の動
画を配信サーバシステム２０Ａに送信し、この配信者宛てに送信されたギフト情報及び／
又はコメント情報を配信サーバシステム２０Ａから受信することができる。
【００８３】
　さらに、通信部１２０は、端末１０が視聴者端末として動作する場合には、配信者端末
１１により送信された第１の動画及び／又は第２の動画を配信サーバシステム２０Ａから
受信し、配信者に対してギフト情報及び／又はコメント情報を配信サーバシステム２０Ａ
に送信することができる。
【００８４】
　（４）表示部１３０
　表示部１３０は、動画の配信及び／又は視聴に必要とされる様々な情報を表示すること
ができる。例えば、表示部１３０は、配信される第１の動画及び／又は第２の動画、及び
／又は、受信した第１の動画及び／又は第２の動画等を、表示することができる。
【００８５】
　（５）記憶部１４０
　記憶部１４０は、動画の配信及び／又は視聴に必要とされる様々な情報を記憶すること
ができる。
【００８６】
　（６）ユーザインタフェイス部１５０
　ユーザインタフェイス部１５０は、動画の配信及び／又は視聴に必要とされる様々な情
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報をユーザの操作を介して入力することができる。例えば、ユーザインタフェイス部１５
０は、ゲームの実行に際して配信者の操作の内容を示す操作データを配信者から入力して
第２の動画生成部１１０に出力することができる。
【００８７】
　（７）ギフト処理部１６０
　ギフト処理部１６０は、動画の配信及び／又は視聴に関して送受信されるギフト情報を
処理することができる。例えば、ギフト処理部１６０は、端末１０が配信者端末１１とし
て動作する場合には、この配信者宛てに送信されたギフト情報を処理することができる。
また、ギフト処理部１６０は、端末１０が視聴者端末１２として動作する場合には、この
視聴者が送信すべきギフト情報を処理することができる。
【００８８】
　３－２．サーバ装置２０の機能
　サーバ装置２０の機能の一例について図４を参照して説明する。図４は、図１に示した
サーバ装置２０の機能の一例を模式的に示すブロック図である。図４に示すように、サー
バ装置２０は、例えば、通信部２００と、記憶部２１０と、ギフト処理部２２０と、判定
部２３０と、抽出部２４０と、を含む。
【００８９】
（１）通信部２００
　通信部２００は、動画の配信及び／又は視聴に必要とされる様々な情報を、配信者端末
１１及び／又は視聴者端末１２との間において通信することができる。例えば、サーバ装
置２０は、配信サーバシステム２０Ａとして動作する場合には、第１の動画及び／又は第
２の動画を、各配信者端末１１から受信して各視聴者端末１２に配信すること等ができる
。また、サーバ装置２０は、ウェブサーバシステム２０Ｂとして動作する場合には、アク
セスしてきた各配信者端末１１に対して、ゲームプログラムが組み込まれたウェブページ
を送信すること等ができる。
【００９０】
（２）記憶部２１０
　記憶部２１０は、動画の配信及び／又は視聴に必要とされる様々な情報を記憶すること
ができる。記憶部２１０は、例えば、第１配信者と、他の配信者及び／又は視聴者と、の
関連性を示すデータを記憶する。記憶部２１０は、例えば、第１配信者が他の配信者とと
もに行ったコラボ配信の配信履歴に関するデータを記憶する。記憶部２１０に記憶されて
いるデータは、例えば、端末１０が配信を実行し及び／又は当該配信の視聴を行う毎に更
新される。なお、記憶部２１０に記憶されているデータのうち、前記第１配信者とともに
コラボ配信を行った少なくとも一のユーザに関するデータを第１データと称することがあ
る。第１データは、例えば、第１配信者とともに過去にゲームを配信したユーザ、及び／
又は、第１配信者のアバターとともに自身のアバターを用いた動画配信を行ったユーザに
関するデータである。
【００９１】
　記憶部２１０が記憶するデータは、例えば、「コラボ情報」、「配信時間／視聴時間」
、「ゲーム進捗状況」、「対戦履歴」、「フォロワー数」、「特殊スキル」、「ギフト情
報」、の少なくともいずれかに関する情報を含む。
【００９２】
　「コラボ情報」は、例えば、第１配信者とともにコラボ配信によりゲームを配信した他
の配信者が過去に配信または視聴したゲームにおけるパラメータを示す情報を含む。また
、「コラボ情報」は、例えば、第１配信者のアバター及び当該他の配信者のアバターを用
いた動画配信に関する情報を含みうる。「配信時間／視聴時間」とは、各端末１０を操作
するユーザが過去にゲームを配信または視聴した時間を指す。記憶部２１０は、例えば、
各ユーザが各ゲームを過去に配信及び／又は視聴した時間の累計時間を記憶する。
【００９３】
　「ゲーム進捗状況」は、配信者が過去に配信したゲームの進捗状況を示すものである。
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「対戦履歴」は、実行されるゲームが対戦型のゲームである場合において、例えば、当該
ゲームに参加したユーザについての、勝ち数、負け数、および、引き分け数、を示すもの
である。「対戦履歴」は、実行されるゲームが対戦型のゲームである場合において、例え
ば、当該ゲームに参加したユーザをランキング形式で順位付けしたものであってもよい。
「対戦履歴」は、一回の勝ち、負け、および、引き分け、順位付け、に対して所定の重み
づけを行って数値化を行い、これによって算出された点数としてもよい。
【００９４】
　「フォロワー数」とは、一のユーザが他のユーザからフォローされているフォロー数に
相当する数である。当該一のユーザのフォロワー数が多いほど、多くのユーザからの関心
度が高いことを示す。「特殊スキル」とは、配信者のアバターが有するスキル（必殺技）
を指す。特殊スキルは、実行しているゲームが対戦ゲームである場合には、例えば、当該
ゲームにおいて使用されうる、相手側にダメージを与えるための必殺技を含む。なお、当
該必殺技は、例えば、通常の攻撃によるダメージよりも大きいダメージを相手側に与える
ものである。また、当該必殺技は、例えば、通常の攻撃による効果よりも大きい効果を発
揮するものである。記憶部２１０は、例えば、特殊スキルの名前、特殊スキルが使用可能
になるための使用条件、等を記憶する。
【００９５】
　「ギフト情報」とは、例えば、ギフトの数、ギフトの価値、ギフトの種類、ギフトのレ
ベル、等、を所定のテーブルにしたがって数値化し、各ギフトの数値の総計を記載されて
いる。また、例えば、「ギフト情報」は、視聴者端末１２から配信者端末１１に対してギ
フトを付与（送付）した時間、頻度、および、回数のうち少なくともいずれかを含みうる
。なお、ギフトの数とは、視聴者が第１配信者に対して付与した数である。ここで、「ギ
フトの価値」とは、例えば、ギフトが有償である場合には、そのギフトの価格が価値に相
当し、ギフトが無償である場合には、そのギフトの消費ポイントが価値に相当する。また
、「ギフトの価値」とは、例えば、そのギフトの使用可能時間、そのギフトの表示時間、
及び／又は、そのギフトを同時に使用可能な人数、ゲーム内で入手できるギフトの総数に
基づいて決定されるものであってもよい。なお、そのギフトの使用可能時間が短いことは
、そのギフトの価値が高いことを意味する。また、そのギフトの使用可能時間が長いこと
は、そのギフトの価値が低いことを意味する。また、そのギフトの表示時間が長いことは
、そのギフトの価値が高いことを意味する。また、そのギフトの表示時間が短いことは、
そのギフトの価値が低いことを意味する。また、そのギフトを同時に使用可能な人数が少
ないことは、そのギフトの価値が高いことを意味する。また、そのギフトを同時に使用可
能な人数が多いことは、そのギフトの価値が低いことを意味する。また、ゲーム内で入手
できるギフトの総数が少ないことは、そのギフトが珍しく価値が高いことを意味する。ま
た、ゲーム内で入手できるギフトの総数が多いことは、そのギフトが珍しく価値が珍しく
なく価値が低いことを意味する。
【００９６】
（３）ギフト処理部２２０
　ギフト処理部２２０は、各視聴者から各配信者宛てに送信されたギフト情報を処理する
ことができる。なお、サーバ装置２０が、ウェブサーバシステム２０Ｂとして動作する場
合には、ギフト処理部２２０を省略してもよい。
【００９７】
（４）判定部２３０
　判定部２３０は、種々の条件を判定するものであり、例えば、コラボ配信の開始条件を
満たしたか否かを判定し（後述のＳ３１４）、第１条件を満たしたかどうかを判定し（後
述のＳ３１８）、所定時間が経過したか否かを判定する（後述のＳ３２６）。なお、第１
条件は、コラボ配信を終了させるか否かを決定するための条件である。
【００９８】
（５）抽出部２４０
　抽出部２４０は、コラボ配信の実行時または実行後において、後述するＳ３２４におけ
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る処理内容を決定するために用いられる第２データを抽出するものである。抽出部２４０
は、コラボ配信を終了した後、第１配信者とともに過去にコラボ配信を行った少なくとも
一のユーザに関する第１データに基づいて、第１配信者と関連する少なくとも一のユーザ
のうち少なくともいずれかのユーザに関連する第２データを抽出する。
【００９９】
　３－３．スタジオユニット３０の機能
　スタジオユニット３０は、上述したように、端末１０及び／又はサーバ装置２０と同様
の機能を果たすことが可能なものである。したがって、スタジオユニット３０は、図３を
参照して説明した端末１０の機能、及び／又は、図４を参照して説明したサーバ装置３０
の機能を有することが可能なものである。
【０１００】
　４．動画配信システム１の全体的な動作
　次に、上記構成を有する動画配信システム１においてなされる全体的な動作について、
図５Ａ及び図５Ｂを参照して説明する。図５Ａ及び図５Ｂは、図１に示した動画配信シス
テム１において行われる動作の一例を示すフロー図である。なお、本実施の形態において
は、例えば、第１配信者とコラボ配信するユーザは単数（第２配信者）であるものとして
以後説明するが、第１配信者とコラボ配信するユーザは単数でなく複数名であってもよい
。
【０１０１】
　まず、図５Ａを参照すると、Ｓ３０２において、配信者（第１配信者）の操作に従って
、その端末１０（第１配信者端末１１Ａ）が動画配信用アプリケーションを起動して実行
する。
【０１０２】
　Ｓ３０４において、第１配信者端末１１Ａは、第１配信者の動作に関する動作データに
基づいて第１配信者のアバターオブジェクトのアニメーション、を含む第１の動画を生成
する。これにより、第１配信者端末１１Ａの表示部１３０には、第１配信者のアバターオ
ブジェクトのアニメーションを含む第１の動画が表示される。そして、第１配信者端末１
１Ａは、生成した第１の動画を配信サーバシステム２０Ａの配信サーバ装置２０Ａ１に送
信する。配信サーバ装置２０Ａ１は、第１配信者端末１１Ａから受信した第１の動画を、
動画視聴用アプリケーションを実行している各視聴者端末１２に配信する。これにより、
各視聴者の視聴者端末１２の表示部１３０にも第１の動画が表示される。
【０１０３】
　Ｓ３０６において、第１配信者が、第１配信者端末１１Ａの表示部１３０に表示された
「ゲーム」というアイコン４０６（図示省略）をタップ等すると、第１配信者端末１１Ａ
は、動画配信用アプリケーションに搭載されたブラウザ機能を実行する。これにより、Ｓ
３０８において、第１配信者端末１１Ａは、動画配信用アプリケーションを実行した（す
なわち、第１の動画を各視聴者端末１２に向けて配信した）状態で、ウェブサーバシステ
ム２０Ｂにアクセスすることにより、ゲームプログラムが組み込まれたＨＴＭＬ５ドキュ
メントを受信することができる。
【０１０４】
　Ｓ３１０において、第１配信者端末１１Ａは、受信したＨＴＭＬ５ドキュメントに組み
込まれたゲームプログラムを実行することにより、ゲームに関する動画（第２の動画）を
生成することができる。
【０１０５】
　Ｓ３１２において、第１配信者端末１１Ａは、Ｓ３１０で生成した第２の動画（ゲーム
画面）を、配信サーバシステム２０Ａの配信サーバ装置２０Ａ１に送信する。配信サーバ
装置２０Ａ１は、第１配信者端末１１Ａから受信した第２の動画を、動画視聴用アプリケ
ーションを実行している各視聴者端末１２に配信する。これにより、各視聴者端末１２の
表示部１３０にも、第２の動画が表示され得る。例えば、Ｓ３１２の処理を実行した後、
例えば、所定時間が経過した後、Ｓ３１４の処理が実行される。
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【０１０６】
　Ｓ３１４において、サーバ装置２０は、コラボ配信の開始条件を満たしたか否かを判定
する。Ｓ３１４において、サーバ装置２０が、コラボ配信の開始条件を満たしたか否かを
判定した場合には（Ｓ３１４でＹＥＳ）、Ｓ３１６に移行する。一方、Ｓ３１４において
、サーバ装置２０が、コラボ配信の開始条件を満たさないと判定した場合には（Ｓ３１４
でＮＯ）、Ｓ３１４の処理が再度行われる。
【０１０７】
　なお、Ｓ３１４～Ｓ３２６の処理主体は、例えば、サーバ装置２０のうちゲームＡＰＩ
サーバ装置２０Ａ３又はゲームサーバ装置２０Ｂ１であるが、これに限定されるものでは
なく、例えば、サーバ装置２０のうち他の装置であってもよい。
【０１０８】
　なお、コラボ配信の開始条件は、例えば、第１配信者端末１１Ａが、表示部１３０に表
示されるコラボ配信モードを有効（ＯＮ）にした状態で配信している配信に対して、他の
端末１０が、サーバ装置２０を介して、コラボ配信の申請に関するデータを第１配信者端
末１１Ａに送信し、第１配信者が、第１配信者端末１１Ａを操作して当該申請を承認する
ことによって満たされる。なお、第１配信者は、第１配信者端末１１Ａを操作することで
、コラボ配信モードの有効（ＯＮ）／無効（ＯＦＦ）を切り替えることができる。
【０１０９】
　Ｓ３１６において、サーバ装置２０がコラボ配信を開始する。コラボ配信が開始された
後、例えば、所定時間経過すると、Ｓ３１８の処理が行われる。Ｓ３１６において、コラ
ボ配信を開始することにより、第１配信者のアバターオブジェクトのアニメーション、及
び、第１配信者とは別のユーザ（例えば、第２配信者）のアバターオブジェクトのアニメ
ーション、を含む第２の動画が、コラボ配信によるゲームを配信及び／又は視聴するユー
ザが操作する端末１０の表示部１３０に表示されることになる。
【０１１０】
　なお、Ｓ３１６において、サーバ装置２０がコラボ配信を開始した後、コラボ配信によ
るゲームを配信及び／又は視聴するユーザは、自身が有する端末１０に対して操作情報及
び／又は音声を入力することで、端末１０の表示画面の表示内容を変更し、及び／又は、
他の端末１０を操作するユーザに対して音声を伝えることができる。また、Ｓ３１６にお
いて、サーバ装置２０がコラボ配信を開始した後、コラボ配信によるゲームを配信及び／
又は視聴するユーザの端末１０は、コンテンツサーバ装置２０Ｂ２に記憶されているライ
ブゲームコンテンツ等のデータを読み出すことができる。
【０１１１】
　また、Ｓ３１６において、サーバ装置２０がコラボ配信を開始した後、コラボ配信によ
るゲームを配信及び／又は視聴するユーザが自身の端末１０に対して入力した操作情報及
び／又は音声は、サーバ装置２０（例えば、ゲームサーバ装置２０Ｂ１）に記憶されうる
。このように記憶されたデータは、後述するＳ３２４において所定の処理の内容を決定す
るために用いられうる。
【０１１２】
　また、Ｓ３１６において、サーバ装置２０がコラボ配信を開始した後、サーバ装置２０
は、コラボ配信によるゲームを配信及び／又は視聴するユーザが操作する端末１０の表示
部１３０の表示内容を同一になるように構成してもよいし、コラボ配信によるゲームを配
信及び／又は視聴するユーザが操作する端末１０の表示部１３０の表示内容を異なるよう
に構成してもよい。なお、複数の配信者端末１１の表示部１３０の表示内容を各々異なる
ように構成する場合には、端末１０を用いてコラボ配信によるゲームを視聴する視聴者は
、複数の配信者のうち任意の配信者に関する表示部１３０の表示内容を自身の端末１０の
表示部１３０に表示させるように構成してもよい。
【０１１３】
　また、Ｓ３１６において、第１配信者と第２配信者が共同でゲームを配信する例につい
て説明したが、これに限定されるものではなく、第１配信者と他の配信者とが共同して配
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信するものであればよい。例えば、Ｓ３１６において、第１配信者と第２配信者が共同し
てゲームの配信を行うことに代えて、第１配信者のアバターと第２配信者のアバターとが
共演する動画を配信してもよい。
【０１１４】
　Ｓ３１８において、サーバ装置２０は、第１条件を満たしたか否かを決定する。Ｓ３１
８において、サーバ装置２０は、第１条件を満たしたと判定した場合には（Ｓ３１８でＹ
ＥＳ）、コラボ配信を終了して図５Ｂに記載のＳ３２２が実行される。一方、Ｓ３１８に
おいて、サーバ装置２０が、第１条件を満たしていないと判定した場合には（Ｓ３１８で
ＮＯ）、Ｓ３１８の処理は繰り返される。
【０１１５】
　なお、第１条件は、例えば、コラボ配信を実行及び／又は視聴するユーザが操作する端
末１０から、コラボ配信を終了することを要求するデータである第３データが送信される
ことによって満たされる条件でもよいし、コラボ配信を開始してから所定時間（第１時間
）が経過したことにより満たされる条件であってもよいし、コラボ配信により実行される
ゲームにおける条件を満たすことに相当するものであってもよい。ここで、上述の「コラ
ボ配信を終了することを要求」とは、例えば、第１配信者（ホスト配信者）のアバターと
第２配信者（ゲスト）のアバターとを用いてコラボ配信を行っている際に第１配信者また
は第２配信者から求められる要求である。また、上述の「ゲームにおける条件」とは、例
えば、ゲーム内において用意されるステージにおいて操作するキャラクターとは別のキャ
ラクターを倒す、当該ステージにおいて所定のアイテムを取得する、当該ステージにおい
て操作するキャラクターを所定の位置まで移動させる、または、当該ステージにおいて操
作するキャラクターのパラメータが所定値以上または所定値を下回る、等の条件である。
なお、ゲーム内において用意されるステージにおいて操作するキャラクターとは別のキャ
ラクターを倒す、当該ステージにおいて所定のアイテムを取得する、当該ステージにおい
て操作するキャラクターを所定の位置まで移動させる、ことは、当該ステージをクリアす
ることに相当しうる。また、当該ステージにおいて操作するキャラクターのパラメータが
所定値以上または所定値を下回ることは、操作するキャラクターが死亡することに相当し
うる。
【０１１６】
　また、Ｓ３１８においてＹＥＳと判定されてコラボ配信が終了すると、例えば、第１配
信者端末１１Ａは、第１配信者が配信を継続できるように構成され、第２配信者端末１１
Ｂは、第２配信者が当該配信を行わないように構成される。この場合において、第２配信
者端末１１Ｂは、第２配信者が視聴者として当該配信に係る配信内容を引き続き視聴でき
るように構成されてもよい。
【０１１７】
　Ｓ３２２において、サーバ装置２０は、第１データに基づいて、第１配信者以外のユー
ザに関連する第２データを抽出する。なお、第１データは、第１配信者と過去にコラボ配
信を行った少なくとも一のユーザに関するデータであり、例えば、記憶部２１０に記憶さ
れている。また、第２データは、例えば、第１配信者以外のユーザが過去に配信または視
聴したゲームにおけるパラメータを示すデータ、及び、第１配信者と第１配信者以外のユ
ーザとの関連性を示すデータ、のうち少なくともいずれかを含む。
【０１１８】
　Ｓ３２４において、サーバ装置２０は、第１データから抽出された第２データに基づい
て所定の処理を実行する。具体的には、Ｓ３２４において、サーバ装置２０は、第２デー
タに基づいて、第１配信者のアバターの少なくとも一の現在のパラメータを変更する、ま
たは、第２データに基づいて、第１配信者のアバターおよび第１配信者以外のユーザのア
バターを第２の動画に表示させる。より具体的には例えば、サーバ装置２０は、第２配信
者に関する第２データに基づいて、第１配信者のアバターのパラメータは、第２配信者の
アバターのパラメータに変更される、又は、第１配信者のアバターのみが第２の動画に表
示されることに代えて、第１配信者のアバター及び第２配信者のアバターを第２の動画に
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表示する。
【０１１９】
　なお、Ｓ３２４において、第２データに基づいて、第１配信者のアバターの現在のパラ
メータを所定のパラメータ（第１パラメータとする）に変更する場合において、この第１
パラメータは、ゲームにおいて、現在のパラメータよりも前記ゲームの進行上有利なパラ
メータである。具体的には、第２データが、特定のユーザに関するパラメータを示す場合
であって、この特定のユーザのアバターのパラメータが第１配信者のパラメータよりもゲ
ームの進行上好ましい場合に、第１配信者のアバターの現在のパラメータをこの特定のユ
ーザのアバターのパラメータに変更する。なお、第１配信者のアバターの現在のパラメー
タを、この特定のユーザのアバターのパラメータに変更するのではなく、この特定のユー
ザのアバターのパラメータの一部を第１配信者のアバターに付与してもよい。
【０１２０】
　また、Ｓ３２４において、第２データに基づいて、第１配信者のアバターおよび第１配
信者以外のユーザのアバターを第２の動画に表示させる場合において、当該ユーザは、第
１配信者とともにゲームを配信した回数が最も多いユーザ、第１配信者とともにゲームを
配信した累計時間が最も長いユーザ、第１配信者によって過去に配信されたゲームを視聴
した視聴回数が最も多いユーザ、第１配信者によって過去に配信されたゲームを視聴した
累計時間が最も長いユーザ、または、ゲームにおけるレベルが最も高いユーザである。
【０１２１】
　また、Ｓ３２４において、第２データに基づいて、第１配信者のアバターおよび第１配
信者以外のユーザのアバターを第２の動画に表示させる場合において、例えば、第１配信
者端末１１Ａは、第１配信者のアバターおよび第１配信者以外のユーザのアバターを含む
第２の動画を各視聴者端末１２に配信する。なお、この具体的な処理は、Ｓ３０４と同様
である。
【０１２２】
　次に、Ｓ３２６において、サーバ装置２０が、Ｓ３２４において実行した所定の処理を
継続するか否か判定する。Ｓ３２６において、サーバ装置２０が、Ｓ３２４において実行
した所定の処理を継続すると判定した場合には（Ｓ３２６においてＹＥＳ）、Ｓ３２６の
処理は繰り返される。Ｓ３２６において、サーバ装置２０が、Ｓ３２４において実行した
所定の処理を継続しないと判定した場合には（Ｓ３２６においてＮＯ）、図５Ａ及び図５
Ｂに示される一連の処理を終了する。なお、Ｓ３２６においてＮＯの場合に、図５Ａ及び
図５Ｂに示される一連の処理を終了しないで、図５Ａ及び図５Ｂに記載のいずれかの処理
（例えば、Ｓ３１４の処理）を行う構成としてもよい。
【０１２３】
　以上のように、本開示によれば、ゲームの実行前に第１配信者とともに共同して配信を
行った少なくとも一のユーザに関する第１データを記憶し、第１配信者及び少なくとも一
のユーザが共同して配信を行った後、第１条件を満たすか否かを判定し、第１条件を満た
すと判定された場合には、第１データに基づいて、少なくとも一のユーザのうち少なくと
もいずれかのユーザに関連する第２データを抽出し、ゲームの実行時または実行後におい
て、第２データに基づいて、第１配信者のアバターの少なくとも一の現在のパラメータを
変更する、または、第２データに基づいて、第１配信者のアバターおよび少なくとも一の
ユーザのうち少なくともいずれかのユーザのアバターを第２の動画に表示させることがで
きる。したがって、第１配信者とともに動画配信を行う第２配信者が動画配信を停止して
離脱した場合においても、第１配信者によって後に配信されるゲームの興趣性が損なわれ
る可能性が低くなる。特に、第１配信者に対する視聴者の関心よりも、第１配信者ととも
に共同して配信を行った第２配信者に対する視聴者の関心が高いような場合には、Ｓ３２
４の処理を行うことによる効果が一層期待される。
【０１２４】
　５．変形例
　なお、Ｓ３２４において、第２データに基づいて、前記第１配信者のアバターの少なく
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とも一の現在のパラメータが変更された場合、または、前記第２データに基づいて、前記
第１配信者のアバターおよび第１配信者以外のユーザのアバターが第２の動画に表示され
た場合には、当該ユーザ（助っ人）のアバターに関するパラメータを変更してもよい。ま
た、このパラメータの変更は、例えば、現在のパラメータよりもゲームの進行上有利なパ
ラメータへの変更を意味する。また、当該ユーザのアバターに関するパラメータを変更す
る代わりに当該ユーザに対してギフトを付与してもよい。このようにして、Ｓ３２２及び
Ｓ３２４において選出されることによる報酬を当該ユーザに対して与えることができる。
また、上述のパラメータの変更の度合い、及び、上述のギフトの内容は、当該ユーザ（助
っ人）の貢献度合いに応じて決定される。例えば、当該ユーザ（助っ人）の貢献度合いが
高いほど、上述のパラメータの変更の度合いは、ゲームの進行上一層有利になるように、
大きくなりうる。また、例えば、当該ユーザ（助っ人）の貢献度合いが高いほど、ギフト
の数が多い、ギフトの価値が高い、ギフトの種類が多い、及び／又は、ギフトのレベルが
高い、ものとなりうる。
【０１２５】
　また、Ｓ３１８でＹＥＳの場合に、Ｓ３２２の処理を実行し、その後、Ｓ３２４の処理
を実行する例について説明したが、Ｓ３１８の処理でＹＥＳの場合で且つＳ３２２の処理
を実行する前、または、Ｓ３２２の処理を実行した後で且つＳ３２４の処理を実行する前
、において、サーバ装置２０は、第１配信者が単独で配信するゲームの視聴者数をカウン
トしてもよい。そして、サーバ装置２０は、第１配信者が単独で配信するゲームの視聴者
数が、所定の視聴者数以上であるか否かを判定し、所定の視聴者数を下回った場合におい
てのみ、後続の処理（Ｓ３２２又はＳ３２４）を実行してもよい。または、サーバ装置２
０は、第１配信者が単独で配信するゲームの視聴者数が、コラボ配信時の視聴者数よりも
、所定数以上少なくなったか否かを判定し、所定数以上少なくなった場合においてのみ、
後続の処理（Ｓ３２２又はＳ３２４）を実行してもよい。なお、コラボ配信時の視聴者数
は、例えば、コラボ配信時の最大視聴者数、最小視聴者数、または、平均視聴者数、のい
ずれかである。
【０１２６】
　また、以上の説明においては、Ｓ３１６において第１配信者と共に配信する第２配信者
が配信を停止して離脱した後に第１配信者が単独で配信している場合に、第２データに基
づいてＳ３２４に記載の所定の処理を行う例について説明したが、これに限定されない。
例えば、Ｓ３１６において第１配信者と共に配信する配信者（ゲスト）が複数存在し、こ
の複数のゲストのうち少なくとも一のゲストが配信を停止して離脱した後に、第１配信者
及び残りのゲストがともにゲームを配信している場合に、Ｓ３２２及びＳ３２４の処理を
行ってもよい。
【０１２７】
　また、上記の説明においては、図５Ａに記載されているＳ３０２からＳ３１８を順に実
行する例について説明したが、これに限定されず、Ｓ３０４からＳ３１２の処理の少なく
ともいずれかを省略してもよい。
【０１２８】
　また、上述した様々な実施形態では、配信者端末１１がゲームに関する動画（第２の動
画）を生成するために、ゲームプログラムが組み込まれたＨＴＭＬ（特にＨＴＭＬ５）ド
キュメントをウェブサーバシステム２０Ｂから受信する場合について説明した。しかし、
配信者端末１１は、ウェブサーバシステム２０Ｂからゲームプログラムが組み込まれたＨ
ＴＭＬドキュメントをウェブサーバシステム２０Ｂから受信する構成に代えて、インスト
ールされた動画配信用アプリケーションを実行して図示しないデータサーバ装置（又は配
信サーバシステム２０Ａに含まれた何らかの図示しないサーバ装置）から必要な情報を受
信することによりゲームに関する画面を含む第２の動画を生成することも可能である。
【０１２９】
　また、上述した様々な実施形態では、配信者端末１１は、一般的なユーザにより使用さ
れるスマートフォン等であってもよいし、スタジオ等に設置される専用端末であってもよ
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い。この場合には、配信サーバシステム２０Ａに含まれる、配信サーバ装置２０Ａ１、Ｄ
Ｂサーバ装置２０Ａ２及びゲームＡＰＩサーバ装置２０Ａ３（さらにはウェブサーバシス
テム２０Ｂ）のうちの少なくとも１つのサーバ装置が上記スタジオ等において上記専用端
末と併設されるようにしてもよい。
【０１３０】
　また、上述した様々な実施形態では、配信者端末１１が、配信者の動作に関する動作デ
ータ及び配信者の音声に関する音声データに基づいてこの配信者のアバターオブジェクト
を含むアニメーションを含む動画を生成し、この動画をサーバ装置２０に送信する場合に
ついて説明した。しかし、配信者端末１１は、配信者の動作に関する動作データ及び配信
者の音声に関する音声データをサーバ装置２０に送信し、サーバ装置２０がこの動作デー
タ及び音声データに基づいて動画を生成して各視聴者端末１２に配信してもよい。これに
より、配信者端末１１からサーバ装置２０に送信される情報の量を削減することができる
。
【０１３１】
　また、配信者端末１１は、配信者の動作に関する動作データ及び配信者の音声に関する
音声データを別途設けられたサーバ装置に送信し、この別途のサーバ装置が動作データ及
び音声データに基づいて動画を生成して配信者端末１１に返し、配信者端末１１が、受信
した動画をサーバ装置２０に送信するようにしてもよい。これにより、配信者端末１１か
ら上記別途設けられたサーバ装置２０に送信される情報の量を削減することができる。
【０１３２】
　また、配信者端末１１は、配信者の動作に関する動作データ及び配信者の音声に関する
音声データを、サーバ装置２０または上記別途設けられたサーバ装置を介して、各視聴者
端末１２に送信し、各視聴者端末１２が、受信した動作データ及び音声データに基づいて
動画を生成（レンダリング）及び表示するようにしてもよい。これにより、サーバ装置２
０又は上記別途設けられたサーバ装置から各視聴者端末１２に送信される情報の量を削減
することができる。
【０１３３】
　また、上記いずれかの場合において、配信者端末１１により送信された動作データ及び
音声データに基づいて動画を生成することは、サーバ装置２０、上記別途のサーバ装置及
び各視聴者端末１２のうちの少なくとも２つの装置において分担されるようにしてもよい
。いずれの場合であっても、動画の生成を担う装置は、動作させるべきアバターオブジェ
クトに関する情報（画像等）を例えばサーバ装置２０等から受信して記憶しておくことが
できる。
【０１３４】
　また、以上説明した様々な実施形態において、上述した各端末１０の動作は、この端末
１０と同様の構成を有するスタジオユニット３０によっても同様に実行可能なものである
。この場合、図１に例示されたスタジオユニット３０Ａは、動画を配信するための端末１
０と同様の機能を有することが可能である。同様に、図１に例示されたスタジオユニット
３０Ｂは、動画を視聴するための端末１０と同様の機能を有することが可能である。さら
に、上述した各サーバ装置２０の動作もまた、このサーバ装置２０と同様の構成を有する
スタジオユニット３０によっても同様に実行可能なものである。
【０１３５】
　また、上述した様々な実施形態は、矛盾又は不都合が生じない限りにおいて相互に組み
合わせて用いることが可能なものである。
【０１３６】
　また、本開示の技術は、例えば、ロールプレイングゲーム、シミュレーションゲーム、
シューティングゲーム、アクションゲーム、カードゲーム、麻雀、囲碁、オセロ、パズル
ゲーム、クイズゲーム、スポーツゲーム及び／又はボードゲーム等においても、適用可能
なものである。ここで、Ｓ３２４において抽出された第２データに関するユーザ（助っ人
）は、例えば以下のように、第１配信者がゲームを行う際に支援しうる。例えば、第１配
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信者がロールプレイングゲーム、シミュレーションゲーム、及び／又は、シューティング
ゲームを行う場合には、当該ユーザが、第１配信者に対してゲームの進め方の見本を示す
。また、例えば、第１配信者がアクションゲームを行う場合で且つ当該アクションゲーム
内で所定のキャラクターと戦闘を行う場面において、当該ユーザは、第１配信者をサポー
トするように当該戦闘に参加する。また、例えば、第１配信者がカードゲームを行う場合
には、第１配信者は、当該ユーザが有する特殊スキルを使用可能となる。また、例えば、
第１配信者がスポーツゲームを行う場合で且つ当該スポーツゲーム内で所定の相手（チー
ム）と試合を行う場面において、当該ユーザは、第１配信者をサポートするように当該試
合に参加する。また、例えば、第１配信者が、ロールプレイングゲーム、シミュレーショ
ンゲーム、シューティングゲーム、アクションゲーム、カードゲーム、麻雀、囲碁、オセ
ロ、パズルゲーム、クイズゲーム、スポーツゲーム及び／又はボードゲームを行う場合に
は、当該ユーザは、第１配信者にとってゲームを有利に展開するためのヒント等の情報を
提供する。
【０１３７】
　また、第２の例では、第１配信者の第１配信者端末１１Ａは、インストールされたゲー
ムアプリケーションを実行して、ゲームサーバ装置としても機能する配信サーバシステム
２０Ａにアクセスすることにより、実行しているゲームの画面をこの配信サーバシステム
２０Ａを介して各視聴者の端末装置１０に配信することも可能である。これら第１の例及
び第２の例においても、第１配信者の第１配信者端末１１Ａは、上述した様々な実施形態
と同様に、配信サーバシステム２０Ａから受信した視聴パラメータを用いて第２の動画を
生成することが可能である。
【０１３８】
　さらに、第３の例では、上記第１の例又は上記第２の例において、第１配信者の第１配
信者端末１１Ａは、ゲーム画面の生成を行うことなく、第１配信者の操作データをウェブ
サーバ装置２０Ｂ又は配信サーバシステム２０Ａに送信することができる。この場合には
、ウェブサーバ装置２０Ｂ又は配信サーバシステム２０Ａが操作データを用いてゲーム画
面を生成し、配信サーバシステム２０Ａが、生成されたゲーム画面を含む第２の動画を各
視聴者の端末装置１０に配信することができる。この第３の例では、ウェブサーバ装置２
０Ｂがゲーム画面を生成する場合には、ウェブサーバ装置２０Ｂは、配信サーバシステム
２０Ａから受信した視聴パラメータを用いることができる。配信サーバシステム２０Ａが
ゲーム画面を生成する場合には、配信サーバシステム２０Ａは、自身が管理している視聴
パラメータを用いることができる。
【０１３９】
　このように、本開示の技術は、ゲームの興趣性を損なう可能性を低減するコンピュータ
プログラム、方法、及び、サーバ装置を提供することができる。
【符号の説明】
【０１４０】
　１　動画配信システム
　１０　端末
　１１　配信者端末
　１１Ａ　第１配信者端末
　１１Ｂ　第２配信者端末
　１２、１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ　視聴者端末
　２０　サーバ装置
　２０Ａ　配信サーバシステム
　２０Ａ１　配信サーバ装置
　２０Ａ２　ＤＢサーバ装置
　２０Ａ３　ゲームＡＰＩサーバ装置
　２０Ａ４　コラボサーバ装置
　２０Ｂ　ウェブサーバシステム
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　２０Ｂ１　ゲームサーバ装置
　２０Ｂ２　コンテンツサーバ装置
　３０、３０Ａ、３０Ｂ　スタジオユニット
 
【要約】
【課題】ゲームの興趣性を損なう可能性を低減するコンピュータプログラム、方法、及び
、サーバ装置を提供すること。
【解決手段】第１配信者及び少なくとも一のユーザが共同して配信を行った後、第１条件
を満たすか否かを判定し、第１条件を満たすと判定された場合には、第１データに基づい
て、少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれかのユーザに関連する第２データを抽
出し、ゲームの実行時または実行後において、第２データに基づいて、第１配信者のアバ
ターの少なくとも一の現在のパラメータを変更する、または、第２データに基づいて、第
１配信者のアバターおよび少なくとも一のユーザのうち少なくともいずれかのユーザのア
バターを第２の動画に表示させるようにプロセッサを機能させる。
【選択図】図１

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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